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申告準備のポイント
　代表的な控除や税制改正により
今年から取り扱いが変わる部分に
ついてご説明します。

添
付
資
料

医
療
費
控
除
の
明
細
書

※
領
収
書
は
、
５
年
間
保
管
が

必
要
で
す
。

　
申
告
す
る
方
や
そ
の
方
と
生
計

を
一
に
す
る
配
偶
者
そ
の
他
の
親

族
の
た
め
に
、
令
和
５
年
中
に
支

払
っ
た
医
療
費
が
あ
る
場
合
、
所

得
金
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

医
療
費
控
除

医
療
費
控
除
Ｑ
＆
А

◆
控
除
額
の
計
算
方
法
◆

－

保
険
金
な
ど
で
補
填
さ
れ
る
金
額

令
和
５
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
総
額

10
万
円
ま
た
は
所
得
の
合
計
額
等
の
５
％

－

控
除
額
（
最
高
２
０
０
万
円
）

＝
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　給与収入等で源泉徴収をされており
確定申告をする必要がない方でも、控
除の申告により所得税が還付される場
合があります。

上
場
株
式
等
に
係
る
配
当

等
所
得
（
源
泉
徴
収
が
あ
る
特
定

口
座
）
の
課
税
方
式
選
択
の

取
り
扱
い
が
変
わ
り
ま
す

　
令
和
４
年
度
税
制
改
正
で
、
次

の
よ
う
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
所
得
税
と
市
県
民

税
で
異
な
る
課
税
方
式
（
申
告
不

要
制
度
・
申
告
分
離
課
税
・
総
合

課
税
）
を
選
択
可

　
　
　
　
　
　
令
和
５
年
分
の
所

得
税
と
令
和
６
年
度
分
の
市
県
民

税
か
ら
課
税
方
式
を
一
致
さ
せ

る
。

※
異
な
る
課
税
方
式
は
選
択
不
可

改
正
前

改
正
後

　
所
得
税
の
申
告（
令
和
５
年
分
）

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
配
当
所

得
等
が
市
県
民
税
（
令
和
６
年
度

課
税
）
の
所
得
に
計
上
さ
れ
、
扶

養
等
の
控
除
が
受
け
ら
れ
な
い
こ

と
や
、
非
課
税
判
定
、
国
民
健
康

保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
、
介
護
保
険
料
等
に
影
響
が
出

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
申
告
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
ご

自
身
で
総
合
的
に
ご
判
断
く
だ
さ

い
。 注

意
点

要
介
護
認
定
者
の

「
お
む
つ
代
」
医
療
費
控
除

　
医
師
の
発
行
す
る
「
お
む
つ
使

用
証
明
書
」
が
あ
れ
ば
、
医
療
費

控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
２
年

目
以
降
の
申
告
の
際
は
、
要
介
護

認
定
時
の
「
主
治
医
の
意
見
書
」

の
内
容
か
ら
該
当
す
る
寝
た
き
り

度
と
尿
失
禁
の
発
生
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
市
が
「
お
む
つ
使
用

証
明
書
」
に
代
わ
る
確
認
書
を
発

行
し
ま
す
。

要
介
護
認
定
者
の

障
害
者
控
除
対
象
者
の
認
定

　
令
和
５
年
12
月
31
日
現
在
、
要

介
護
認
定
者
で
、「
主
治
医
の
意

見
書
」
に
よ
り
寝
た
き
り
状
態
や

重
度
の
認
知
症
状
等
が
６
カ
月
以

上
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
市
が

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

を
発
行
し
ま
す
。

問
合
先
：
長
寿
介
護
課
☎
㊷

８
７
８
８　
Ｆ
Ａ
Ｘ
㊷
８
９
５
５

kaigo@
city.kasai.lg.jp

介
護
保
険
関
連

その他疑問点はこちらから
　国税庁ホームページの「よく
ある質問」で確定申告に関する
疑問について確認できます。

所 得 税 等 の 確 定 申 告
市 県 民 税 の 申 告 が

は じ ま り ま す
申 告 期 間 ： 2 月1 6 日（ 金 ）か ら 3 月1 5 日（ 金 ）ま で

　今年も税の申告時期となりまし
た。今回は、所得税の確定申告と
市県民税の申告準備から申告する
までのポイントや便利で簡単な申
　　　告方法をご紹介します。

問合先：税務課　☎㊷８７１２
　　    　社税務署☎０７９５㊷０２２３

　
毎
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

の
１
年
間
に
生
じ
た
所
得
の
金
額
と
そ

れ
に
対
す
る
所
得
税
等
の
額
を
計
算
し

て
確
定
さ
せ
る
手
続
の
こ
と
で
す
。

○
令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に

　
住
所
が
あ
り
前
年
中
に
所
得
が
あ
っ

　
た
人
（
確
定
申
告
を
す
る
方
や
サ
ラ

　
リ
ー
マ
ン
等
で
確
定
申
告
の
不
要
な

　
方
を
除
く
）

○
所
得
の
な
い
、
国
民
健
康
保
険
や
後

　
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

　
▼
申
告
に
よ
り
保
険
税
（
料
）
が
軽

　
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
公
的
年
金
等
の
収
入
の
合
計
金
額
が

　
４
０
０
万
円
以
下
で
、
公
的
年
金
等

　
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が

　
20
万
円
以
下
の
人

　
▼
所
得
税
の
確
定
申
告
は
不
要
で
す

　
が
、市
県
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。

所得税 市県民税
分類 国税 地方税

支払先 国
（税務署）

地方自治体

支払時期 1 ～ 12月 6 ～翌5月
課税方法 申告納税 賦課課税

税率 5 ～ 45％ 10%

そもそも
確定申告とは？

市県民税の申告は
どんな人が必要？

所得税と市県民税
はどう違う？

申告が必要か確認令和 6 年 1 月 1 日時点で
加西市にお住まいでしたか？

令和 5 年中に収入が
ありましたか？

所得税または市県民税の申告が
必要

所得税または市県民税の申告が
必要

所得税または市県民税の申告が
必要

申告の必要はありません

所得税の確定申告
が必要

医療費控除、寄付金控除、住宅借入
金控除など、控除内容に変更がある

医療費控除、扶養控除など
控除内容に変更がある

年末調整していない
他の収入がある

公的年金以外の
収入がある

収入の種類は？

　フローチャートでご自身が確定
申告・市県民税の申告が必要かど
うか確認してみましょう。
※個別の状況により変わる場合があり
ます。

1 月 1 日に住所があった
市町村へお問合せください

はい

はい はい

はい

はい
はい

はい はい

いいえ

いいえ いいえ

いいえ いいえ

いいえ

い
い
え

税金の申告って？

給与収入
勤務先で年末調整を済ませた

公的年金収入
400 万円以下だった

農業所得・不動産所得・事業所得
などの所得

スタート

申告の必要はありません
国民健康保険税、後期医療者保険料、介護
保険料などの軽減判定、その他行政サービ
スを受ける際に、収入が０円の申告が必要
になる場合があります

い
い
え

はい

1
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税務課 丸野さん
ココが

！ポ ンイ ト

　美容目的の整形手術、健
康増進のための漢方薬や栄
養ドリンク、薬局で購入し
た日用品などは医療費控除
の対象になりません。

　　治療目的であれば医療
費控除の対象になります。

　　インプラントの治療は
対象となりますか？
薬局で購入したかぜ薬も対
象になりますか？

Ｑ

Ａ

　また、支払った医療費が
一定額を超えたため、健康
保険組合などから高額療養
費の支払いを受けた場合も
同様に支払った医療費から
差し引いて計算します。

　　保険金が入金された場
合の計算は、支払った医療
費から差し引いて計算する
のでしょうか？

Ｑ

　　保険金が入った場合は
支払った医療費から差し引
いて計算します。

Ａ

　
ふ
る
さ
と
納
税
さ
れ
た
金
額
か

ら
２
千
円
を
差
し
引
い
た
金
額

（
控
除
上
限
：
総
所
得
の
40
％
）

が
所
得
税
と
翌
年
度
の
市
県
民
税

か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

寄
付
金
控
除

（
ふ
る
さ
と
納
税
）

　医療費控除など、確定申告・
市県民税申告をする場合、ふ
るさと納税ワンストップ特例
の申請が無効になります。ワ
ンストップ特例申請分も含め
て寄付金控除額を計算してく
ださい。

ココが

！ポ ンイ ト


